
広告 広告

「声の広報ときがわ」は、「朗読ボランティアときがわ」の
皆さんの協力を得て、音声で町広報紙を聴くことができ
ます。町ホームページ、または下記の二次元コードから
アクセスが可能です。広報を発行した日から10日前後に
町ホームページで配信します。そのほかに、
ＣＤやテープでもお渡ししておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
問   総務課 自治人権担当 ☎65-0401

声の広報ときがわ

　 発達障害者就労支援センター
（ジョブセンター）について

県では、発達障害に特化し、就労相談から職
業能力評価、就労訓練、就職活動支援、職場
定着までを支援する「発達障害者就労支援セ
ンター（ジョブセンター）」を運営しています。
センターでは、発達障害のために就労が困難
な人の就労を支援し、それぞれの得意な分野
でこれまでに 400 人以上が就職しています。

対象     医師の診断や障害者手帳の有無にか
かわらず、発達障害の特性を持ち、
その自覚がある方で企業等への一般
就労（障害者雇用枠での就労を含む）
を希望している方

　　　　 ※障害福祉サービスの就労移行支援を利用
して訓練を受ける際には、医師の診断及び
町による障害福祉サービスの受給決定が必
要です。

場所・ 問   
①ジョブセンター川口
　川口市本町 4-1-8　川口センタービル 4F　
　（川口駅東口下車徒歩 3 分）
　☎ 048-227-3400

②ジョブセンター草加
　草加市氷川町 2101-1  シーバイオビル 3F
　（草加駅西口下車徒歩 1 分）
　☎ 048-929-7600

③ジョブセンター川越
　川越市脇田本町 9-1　長谷部ビル 3F
　（川越駅西口下車徒歩 5 分）
　☎ 049-249-8772

④ジョブセンター熊谷
　 熊谷市桜木町 1-137　サンライズ桜木 ･

堀口第二ビル 4F･5F（熊谷駅南口下車徒
歩 1 分）☎ 048-501-8917

　確定申告に便利な
　ID・パスワードを取得しましょう

◆ 確定申告には、ご自宅からパソコン・ス
マホでご利用いただける e-Tax が便利です。
国税庁 HP「確定申告書作成コーナー」を利
用すれば、多くの方が訪れる確定申告会場
に出向かなくてもマイナンバーカードと IC
カードリーダライタまたはマイナンバーカー
ド対応のスマホを利用して、e-Tax で申告
書を提出できます。また、事前に税務署で
ID・パスワード方式の手続を行えば、マイ
ナンバーカードと IC カードリーダライタ等
をお持ちでない方でも、e-Tax をご利用でき
ます。

◆ なお、ID・パスワードはお近くの税務署
において 5 分程度で発行を受けられます（発
行の際、税務署で職員と対面による本人確認
が必要です。）。税務署は年明けから混雑しま
すので、令和２年 12 月頃までの取得をお願
いします。

◆ 次の確定申告では、感染防止の観点から
も、ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください。

※ マイナンバーカードと IC カードリーダライタま
たはマイナンバーカード対応のスマホをお持ちの
方は「マイナンバーカード方式」による e-Tax が
ご利用いただけます。

※ I D・パスワード取得の際は、運転免許証などの顔
写真付きの本人確認書類をお持ちください。

※  ID・パスワード方式は暫定的な対応です。お早め
にマイナンバーカードの取得をお願いします。

問  東松山税務署 ☎ 22-0990
　　（自動音声案内「2」選択）

　冬の交通事故防止運動
 スローガン
 人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県

・ 運転者は、子ども、高齢者の近くを走行す
るときは、スピードを落とす、ゆとりを持っ
た距離をとるなど、思いやりのある運転を
心掛けましょう。

実施期間    12 月 1 日㈫～ 14 日㈪
　　　　　  （14 日間）

問  総務課 ☎ 65-0401

　中小事業者等の
　固定資産税の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入
が減少している一定の中小事業者等について
は、令和 3 年度分の固定資産税が事業収入
の減少幅に応じて軽減されます。

軽減対象資産  
　 所有している事業用家屋及び設備等の償却

資産

軽減対象者  
　 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収

入が減少している次の中小事業者等
　　・ 常時使用する従業員の数が 1000 人

以下の個人
　　・ 資本金の額または出資金の額が 1 億

円以下の法人（大企業の子会社等を除く）
　　・ 資本または出資を有しない法人の場

合は常時使用する従業員の数が 1000
人以下の法人

軽減割合  
　 令和 2 年 2 月から 10 月までの任意の連

続する 3 か月間の事業収入を前年同期と
比べたとき

　　・ 30% 以上 50% 未満減少している方
＝ 2 分の 1 軽減

　　・ 50% 以上減少している方＝全額軽減

申請方法  
　 令和 3 年 2 月 1 日㈪までに、認定経営革

新等支援機関等の確認を受けた申告書及び
同機関等に提出した書類その他を添えて、
役場税務課へ申請してください。

　※ 償却資産を所有されている場合は、償却
資産申告書と一緒にご提出ください。

問  税務課 ☎ 65-0811

　 犯罪や交通事故などの
　被害者相談窓口のお知らせ

話してみませんか。犯罪や交通事故などの被
害による心の悩みや精神的不安に関する相談
を受け付けています。こちらで話された内容
が他人に漏れることはありません。

埼玉県警察犯罪被害者支援室

フリーダイヤル☎ 0120-381858（FAX 兼用）

◆ 性犯罪被害相談電話〈ハートさん〉
フリーダイヤル☎ 0120-83-8

ハートさん
103

または☎ #8
ハートさん
103

公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター

☎ 048-865-7830
◆  性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ

プ支援センター

☎ #8
は や く
891

ワンストップ

◆  性暴力等犯罪被害専用相談電話〈アイリ
スホットライン〉

フリーダイヤル☎ 0120-31-8
や さ し い
341

問  小川警察署 ☎ 74-0110

1819


